
医師自身が
働き方改革を意識してほしい



医師の働き方改革から

医療従事者の働き方改革へ

医師の働き方改革から
医療従事者の働き方改革へ

医療現場の人手不足は多くの職場ですぐには解決しない。
しかし、医療現場の働く環境を皆で向上させる努力があれば、
それが魅力的な職場となり、人材の確保にもつながるかもしれない



簡単にまとめると・・・

病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境
の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならな
い。
医療従事者の勤務環境改善については、厚生労働大臣告示「医療勤務環境マネジメ
ントシステムに関する指針」に基づいて実施する。

医療従事者の勤務環境改善は医療機関の努力義務
（医療法第30条の19）

平成26年度医療法改正により…



「医師、看護職、薬剤師、事務職員等の幅広い医療
スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に
行う自主的な勤務環境改善活動を促進することによ
り、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康
増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、
患者の安全と健康の確保に資すること」を目的とし
て、各医療機関において、それぞれの実態に合った
形で、自主的に行われる仕組み

医療勤務環境改善マネジメントシステム



ステップ２：体制整備

多職種による継続的な体制

ステップ３：現状分析

客観的な分析により課題を明確化

ステップ４：目標設定

ミッション・ビジョン・現状から、目標設定

ステップ５：計画策定

目標達成のための実施事項を決定

ステップ６：体制整備

１つ１つ着実で継続的な実践

ステップ１：方針表明
トップによる取り組みの方針を周知しましょう

ステップ７：評価・改善
成果を測定し、次のサイクルにつなげる

医療機関勤務環境
マネジメントシステムの

ステップ



医療機関で医師の働き方改革を推進しつつ、
その他の医療従事者がより能動的に活躍し
質の高い医療を提供するためのアイデアが・・・

タスク・シフト/シェア

医療機関の働き方改革の取組の代表例といえば「タスク・シフト/シェア」
しかし、どうやって進めることができるのか？



厚生労働省　特定行為に係る看護師の研修制度：研修を修了した看護師について
URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001314103.pdf



特定行為研修を修了した看護師が
どんな仕事ができるのか皆知らない

特定行為研修のために看護師が
病棟を不在にすることができない

特定行為研修を希望する看護師を
増やす方法がわからない

こんな声をときどき耳にします



©厚生労働省　いきいき働く医療機関サポートWeb　「学ぶ」・「話す」・「作る」を叶える！医師の働き方改革解説スライド
URL：https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/commentary_slide



特定行為研修修了者はすべてをできなくても良い
例えば・・・

PICC挿入だけ ドレーン抜去だけ輸液調整だけ



活用ガイドはこちら↑

日本外科学会では厚生労働省からの委託事業として外科医が特定行為研修を修了した
看護師のスキルを最大限医療機関で活用してもらうためのガイドを作成



©日本外科学会　外科医のための看護師の特定行為研修修了者活用ガイド（一部抜粋）
URL：https://jp.jssoc.or.jp/uploads/files/aboutus/npguide2024.pdf


